
2025
公益法人制度改革

R6.11.29 宮城県私学・公益法人課
よろしくおねがい

します
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「民法」

営利法人と 非営利法人

合議制委員会
厳格な事前規制・監督
国民の信頼確保に重き
を置いた行政

明治29年 平成20年 令和7年

「一般法人法」
「公益法人認定法」

社団法人・財団法人

公益法人が、より柔軟・迅速な
公益的活動を展開
より国民からの信頼・協力を得
られる存在となることを目的とし
て、公益法人制度全般の抜本
的な改革

行政庁の許認可
社会情勢の展望で、営利
に近い社団・財団法人
不祥事、天下り

「一般法人法」

「公益法人認定法」

改正一般法人
（登記のみで設立）

公益法人

公益的活動の自由な展開・
伸長の制約

一般社団・財団法人
公益社団・財団法人

公益法人の沿革
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改正の概要
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① 収支相償原則（費用≧収入）を見直し、中期的期間（約１０年間）で収支の均衡を図る

② 将来の公益目的事業を充実させるための資金を規定（積立ては費用とみなす）

③ 「遊休財産」の名称を「使途不特定財産」に変更

④ ③の保有上限の算定が、公益目的事業の経費1年間から過去５年間平均に見直し

⑤ ③の保有上限とは別に、災害等の予見し難い事由に対応するための公益目的事業継続予備
財産を、その必要性を公表することで、保有が可能

公益法人認定法の概要（令和7年度適用）

① 収益事業等の内容の変更について、変更認定から届出制に見直し

② 公益目的事業の内容変更について、認定と届出を明確化し、公益目的事業に変化がないこ
とが明らかな場合は、原則届出制

１ 財務規律の柔軟化・明確化

２ 行政手続きの簡素化・合理化
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① わかりやすい財務情報開示のため、公益法人に３区分経理（公益目的事業、収益事業等、法
人運営）を貸借対照表含め原則義務付け

② 正味財産財源計算書（損益計算書）から「活動計算書」に名称、記載内容の変更

③ 公益認定の基準として、（１）理事・監事間の特別利害関係の排除及び（２）外部理事・監事の
導入を追加。併せて、公益法人は、事業報告に、適正な運営の確保のため必要な事項（ガバ
ナンス充実に向けた自主的な取組等）を記載する

④ 公益法人の責務として、ガバナンスの充実や透明性の向上を図るよう努めるべき旨を規定

⑤ 併せて、国の責務として、情報収集・提供等の公益法人の取組の支援を行う旨を規定

３ 自律的なガバナンスの充実、透明性の向上

施行日 令和７年４月１日
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R6.7.5 内閣府 有識者会議フォローアップ会合資料7



中期的収支均衡
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R6.7.5 内閣府 有識者会議フォローアップ会合資料

過去
将来
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R6.7.5 内閣府 有識者会議フォローアップ会合資料10



R6.7.5 内閣府 有識者会議フォローアップ会合資料11



R6.7.5 内閣府 有識者会議フォローアップ会合資料

新別表Ａ（中期的収支均衡50%繰入）のイメージ①
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R6.7.5 内閣府 有識者会議フォローアップ会合資料

新別表Ａ（中期的収支均衡50%繰入）のイメージ②

60円
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R6.7.5 内閣府 有識者会議フォローアップ会合資料

新別表Ａ（中期的収支均衡50%繰入）のイメージ③
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新「公益法人会計基準」の運用指針（素案）R6.9.30現在

新別表Ａ（中期的収支均衡50%超繰入）のイメージ
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収支相償⇒中期的収支均衡の移行イメージ
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公益充実資金
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R6.7.5 内閣府 有識者会議フォローアップ会合資料18



新公益認定等ガイドライン様式（最終素案）R6.10.28現在

新別表Ａ（公益充実資金）のイメージ①

計3,800,000 計1,800,000

計7,700,000

計1,800,000 計5,900,000
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新別表Ａ（公益充実資金）のイメージ②

新公益認定等ガイドライン様式（最終素案）R6.10.28現在20



遊休財産規制の見直し
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R6.7.5 内閣府 有識者会議フォローアップ会合資料22



R6.7.5 内閣府 有識者会議フォローアップ会合資料23



新「公益法人会計基準」の運用指針（素案）R6.9.30現在

新別表Ｃ（１）使途不特定財産額のイメージ
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新別表Ｃ（３）資産取得資金、（４）特定費用準備資金のイメージ

新公益認定等ガイドライン様式（最終素案）R6.10.28現在25



新別表Ｃ 公益目的事業継続予備財産のイメージ

新公益認定等ガイドライン様式（最終素案）R6.10.28現在26



遊休財産（使途不特定財産）の移行イメージ
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